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県
が
決
定
す
る
都
市
計
画
区
域
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、

縦
覧
と
公
聴
会
の
手
続
き
に
先
立
ち
、

構
想
に
つ
い
て
の
説
明
会
を
次
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。

▼
構
想
の
名
称　

那
須
都
市
計
画
の
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
那
須

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

▼
構
想
の
対
象
区
域　

那
須
町
の
一
部

（
大
字
湯
本
、
寺
子
乙
、
寺
子
丙
、

大
島
、
漆
塚
、
高
久
甲
、
高
久
乙
、

高
久
丙
、
豊
原
甲
、
豊
原
乙
、
豊
原

丙
、
富
岡
の
一
部
）

※
富
岡
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
箇
所

令
和
２
年
度
の
「
那
須
町
福
祉
タ
ク

シ
ー
利
用
券
」
交
付
申
請
を
次
の
と
お

り
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、
令
和
元

年
度
中
に
申
請
し
た
方
に
は
、
２
月

中
旬
頃
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
交
付
対
象
者

○
重
度
心
身
障
害
者

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

を
お
持
ち
の
方

・
療
育
手
帳
Ａ
１
ま
た
は
Ａ
２
を
お
持

ち
の
方

○
精
神
障
害
者

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を

お
持
ち
の
方

○
高
齢
者
世
帯

・
満
75
歳
以
上
の
ひ
と
り
世
帯
ま
た
は

75
歳
以
上
の
方
だ
け
で
世
帯
を
構
成

し
て
い
る
方
（
同
敷
地
内
に
75
歳
未

と
該
当
し
な
い
箇
所
が
あ
り
ま
す
の
で
、

不
明
な
方
は
町
建
設
課
（
☎
72 

６
９
０

７
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
説
明
会

・
日　

時　

３
月
11
日
㈬
午
後
６
時
30

分
〜

・
場　

所　

文
化
セ
ン
タ
ー
（
２
階
研

修
室
）

・
内　

容　

都
市
計
画
の
目
標
、
区
域

区
分
の
決
定
の
有
無
、
主
要
な
都
市

計
画
の
決
定
の
方
針
な
ど
に
つ
い
て

▼
問
合
せ　

栃
木
県
県
土
整
備
部
都
市

計
画
課
計
画
担
当

☎
０
２
８
‐
６
２
３
‐
２
４
６
５

満
の
方
が
住
ん
で
い
る
場
合
は
対
象

外
と
な
り
ま
す
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
か
ん

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た

は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

・
高
齢
者
世
帯
の
場
合
は
、
「
75
歳
以

上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
」
で
あ
る

こ
と
の
民
生
委
員
の
証
明
（
生
活
実

態
が
住
民
登
録
と
異
な
る
場
合
は
、

交
付
対
象
外
と
な
り
ま
す
）

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

保
健
福
祉
課
福

祉
係　

☎
72 

６
９
１
７

町
農
業
委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
の
任
期
が
、
７
月
19
日
を
も
っ

て
満
了
と
な
り
ま
す
。
任
期
満
了
に
伴

い
、
次
の
と
お
り
農
業
委
員
と
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
を
公
募
し
ま
す
。

〇
農
業
委
員

▼
募
集
人
数　

12
人
（
法
令
に
よ
り
、

認
定
農
業
者
が
過
半
を
占
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）

▼
任
用
期
間　

７
月
20
日
〜
令
和
５
年

７
月
19
日
の
３
年
間

▼
身
　
分　

那
須
町
非
常
勤
特
別
職
の

職
員

▼
職
務
内
容　

農
地
の
権
利
移
動
や
転

用
に
係
る
許
認
可
お
よ
び
農
地
利
用

の
最
適
化
の
推
進
等

▼
委
員
報
酬　

年
額
40
万
円
（
成
果
実

績
に
応
じ
て
割
増
あ
り
）

○
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

▼
募
集
人
数　

30
人
（
町
内
30
区
域
定

員
各
１
人
。
区
域
の
内
訳
に
つ
い
て

は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
農
業

委
員
会
事
務
局
窓
口
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
）

▼
任
用
期
間　

７
月
20
日
〜
令
和
５
年

７
月
19
日
の
３
年
間

▼
身
　
分　

那
須
町
非
常
勤
特
別
職
の

職
員

▼
職
務
内
容　

農
地
利
用
の
最
適
化
推

進
業
務
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
現
地
で

の
調
査
・
指
導
等

▼
委
員
報
酬　

年
額
30
万
円
（
成
果
実

績
に
応
じ
て
割
増
あ
り
）

共
通
事
項

▼
推
薦
・
応
募　

所
定
の
届
出
様
式
に

必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
の
上
、
受

付
期
間
内
に
農
業
委
員
会
事
務
局

（
役
場
本
庁
2
階
）
に
提
出

※
募
集
要
項
と
届
出
様
式
は
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。
ま
た
、
農
業
委
員
会
事
務
局
で
も

配
布
し
ま
す
）

▼
受
付
期
間　

３
月
２
日
㈪
〜
31
日
㈫

（
必
着
）
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
5
時
15
分

※
受
付
期
間
は
、
延
長
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
受
付
期
間

終
了
日
以
降
に
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
し
ま
す
。

※
法
令
に
基
づ
き
、
中
間
お
よ
び
期
間

終
了
後
に
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
推
薦
・

応
募
の
内
容
を
公
表
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

農
業
委
員
会
事
務
局　

☎
72 

６
９
２
５

福祉タクシー利用券　
交付申請の受付を開始します
福祉タクシー利用券　
交付申請の受付を開始します

都市計画区域
マスタープラン
説明会のご案内

都市計画区域
マスタープラン
説明会のご案内

町
農
業
委
員
会
の
委
員

を
公
募
し
ま
す
！


